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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 都市構造再編集中支援事業（個別支援制度）

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 優良建築物等整備事業（都市再構築型）

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 市街地再開発事業

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 都市再生区画整理事業

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 スマートウェルネス住宅等推進事業

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 民間まちづくり活動促進・普及啓発事業

出典：国土交通省

[1] 都市の課題解決をテーマとし、多様なまちづくり関係者を巻き込んだワークショップを開催するなど、まちづくりの現場にお
ける現実の課題解決に向けた継続性のある活動を実践する人材の育成を図る仕組みの構築・運営

[2] [1]と連携しつつ、優れたまちづくり活動の普及啓発

民間まちづくり活動における先進団体が持つ継続的なまちづくり活動のノウハウなどを他団体に普及啓発するため
に行う事業

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画

出典：経済産業省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 民間中心市街地商業活性化事業計画

都市機能の誘導に係る既存の施策

出典：国土交通省
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○都市機能の誘導に係る国の財政支援 地域の持続的発展のための中小商業者等の

機能活性化事業

都市機能の誘導に係る既存の施策

出典：国土交通省
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 低未利用土地権利設定等促進計画（都市再生法）

出典：国土交通省

低未利用地の地権者等と利用希望者とを、行政が所有者等の探索も含め能動的にコーディネートの上、土地・
建物の利用のために必要となる権利設定等に関する計画を市町村が作成し、一括して権利設定等を行う。
※権利設定等：地上権、賃借権、使用貸借権の設定・移転、所有権の移転
※対象：居住・都市機能誘導区域

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 立地誘導促進施設協定（通称：コモンズ協定）

（都市再生法）

出典：国土交通省

地域コミュニティが公共性を発揮し、住民の幅広いニーズに対応した必要な施設を一体的に整備・管理すること
を目的とする（現代のコモンズ）。
協定を締結した後に地権者になった者にも効力を及ぼす「承継効」を付与し、市町村長が周辺地権者に参加を
働きかけるよう、協定締結者が市町村長に要請できる仕組みを併せて措置している。
※対象：居住・都市機能誘導区域

都市機能の誘導に係る既存の施策



13

○都市機能の誘導に係る国の税制支援 特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供する不

動産の取得又は建物の建築をした際の登録免許税の軽減

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策

商業施設等の整備により、民間投資を喚起し、中心市街地を活性化するため、中心市街地活性化法に基
づく土地・建物の取得又は建築をした際の所有権の移転登記又は保存登記に対する登録免許税の軽減措
置について、適用期限の２年間の延長を行った。
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小

小売商業高度化事業の用に供する土地等を譲渡した際の

譲渡所得の特別控除

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策

特別控除の適用を受けるための主な要件
■中心市街地活性化法関係
・中心市街地活性化法に基づく計画の認定を受けた事業であること
・当該事業が中小企業基盤整備機構の高度化融資を受けていること
・顧客その他の地域住民の利便の増進を図る施設が設置されるこ

■地域商店街活性化法関係
・地域商店街活性化法に基づく計画の認定を受けた事業であること
・当該事業が、高度化融資※、建物の建設に係る補助金の交付、日本政策金融公庫から
の融資のいずれか１つを受けていること
・その他、事業において公共用の施設(コミュニティ施設等）を設置する等の要件を満たすこと
※高度化融資：独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が都道府県、市町村に対
して、資金を貸付け、当該資金に都道府県、 市町村が自らの資金を付加した上で、低利（商店街
等については無利子）で融資を行う制度
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 都市機能誘導区域外の資産を、区域内の

誘導施設に買い換える場合の特例

出典：国土交通省

地域の核となるエリアに適切な都市機能の集積し、計画的な配置を促進するために、都市機能誘導区域外
の資産を、国土交通大臣が認定した民間誘導施設等整備事業計画に記載された誘導施設に買い換える
場合の課税の特例措置
譲渡資産の譲渡益の80％について課税を繰り延（損金算入）

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 誘導施設を整備した事業者が当該誘導施設ととも

に整備した都市利便施設等に係る課税標準の特例

出典：国土交通省

市町村が定めた都市機能誘導施設の整備に民間事業者が協力する際に、民間事業者の自発的な整
備・管理を促すため、保有コストの負担を軽減する固定資産税等に係る特例を措置する。
民間事業者が当該特例措置を受けるためには、民間誘導施設等整備事業計画を作成し、国土交通
大臣の認可を受ける必要がある。

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 誘導施設の整備の用に供する土地等を譲渡した場
合の譲渡所得の課税の特例

出典：国土交通省

都市機能の導入事業（民間誘導施設等整備事業計画）に係る用地確保のために事業者が土地等

を取得する場合、当該土地等を譲渡した者に対し、課税の特例措置を行う。

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の
譲渡所得の特例

出典：国土交通省

立地適正化計画に係る取組に参画する都市再生推進法人に対して土地等を提供した場合、以下の

通り課税の特例を措置することで、円滑な都市機能の誘導、整備等を図る。

都市機能の誘導に係る既存の施策
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○都市機能の誘導に係る国の税制支援 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための
特例

出典：国土交通省

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を

促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地

の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図る。

都市機能の誘導に係る既存の施策
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まち再生出資（民間都市開発推進機構(MINTO機構））

出典：MINTO機構

都市機能誘導区域内で民間事業者が実施する都市開発事業に対して、MINTO機構が出資を行うこ

とにより、事業者に近い立場から立ち上げ支援を行う制度。

○都市機能の誘導に係る国の金融支援

都市機能の誘導に係る既存の施策
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特定用途誘導地区○都市機能の誘導に係る国の特例措置

出典：国土交通省

都市機能の誘導に係る既存の施策
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大竹地区の公立保育所（大竹保育所及び本町保育所）の再編については、平成 30 年 12 月に策定した「
大竹市公立保育所等再編基本方針」に基づき、統合または民営化が想定されている。令和６年度までに完了
することとしている。

出典：大竹市公立保育所等の再編における大竹地区施設整備計画

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 大竹市公立保育所等の再編における

大竹地区施設整備計画

都市機能の誘導に係る既存の施策
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中小企業の経営の安定と商工業の育成振興を図ることを目的とする。
市から金融機関に対して融資額の2分の1の金額を預託することにより、中小企業が低利で借りや
すい制度となっている。また、信用保証協会所定の信用保証料率の20パーセント引き下げを行って
おり、引き下げ分は大竹市が負担。

出典：大竹市 産業振興課

都市機能の誘導に係る既存の施策

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 中小企業融資制度
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公営住宅整備事業

出典：国土交通省

公営住宅の供給を行う地方公共団体（都道府県及び区市町村）として、建設費・家賃の低廉化に
要する費用等に対する助成を行う制度。

○居住の誘導に係る国の財政支援

• 建設費等に対する助成〕
公営住宅の建設費等を交付金算定対象事業費とし、その概ね45％を国が社会資本整備総合交付金に
より助成

• 家賃の低廉化に要する費用に対する助成〕
近傍同種の住宅の家賃と入居者負担基準額との差額（事業費）を助成対象限度に助成

【近傍同種の住宅の家賃】
{（複成価格）×（利回り）十（償却額）十（修繕費）十（管理事務費）十（損害保険料）十（貸倒れ及び空家引当金）十（公課）}÷12

【入居者負担基準額】
（家賃算定基礎額）×（市町村立地係数）×（規模係数）×（経過年数係数）

居住の誘導に係る既存の施策
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ストック再生緑化事業

出典：国土交通省

○居住の誘導に係る国の財政支援

居住の誘導に係る既存の施策
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集約促進景観・歴史的風致形成促進事業

出典：国土交通省

○居住の誘導に係る国の財政支援

居住の誘導に係る既存の施策
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市民緑地等整備事業

出典：国土交通省

○居住の誘導に係る国の財政支援

居住の誘導に係る既存の施策
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空き家再生等推進事業（活用事業タイプ）

出典：国土交通省

○居住の誘導に係る国の財政支援

居住の誘導に係る既存の施策
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都市計画・景観計画に係る特例的提案制度

出典：国土交通省

○居住の誘導に係る国の財政支援

居住の誘導に係る既存の施策
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所有者等の申込みに基づき、利用可能な空き家を登録することによって空き家の情報を集約し、定

住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、空き家の情報を提供する制度

登録対象物件

①市内に存する戸建ての住宅で常時無人の状態にあるもの。

②宅地建物取引業者が介入していない物件。

③老朽化が著しくない物件。

出典：大竹市 都市計画課

居住の誘導に係る既存の施策

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 空き家バンク
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市内各地に点在する老朽市営住宅等の解体・建替

事業について、団地の集約による管理戸数の適正化を

図るとともに、介護施設等の誘致により地域の居住機

能の再生を推進

居住の誘導に係る既存の施策

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 大竹市大竹・小方・玖波地区

地域居住機能再生推進事業

出典：大竹市 都市計画課
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市民の生命の安全を確保することを目的として、国及び広島県と共同して、がけ地付近の災害のお
それのある区域に建築されている住宅について、補助制度を創設

対象の区域
① がけ条例建築制限区域（広島県建築基準法施行条例第 4 条の 2）
② 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）（土砂災害防止法第８条）
③ 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法第３条）
④ 過去３年間に災害救助法の適用を受けた地域
⑤ 移転勧告、是正勧告及び避難指示、避難勧告が６か月以上継続した住宅

居住の誘導に係る既存の施策

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 がけ地近接等危険住宅移転事業

出典：大竹市 都市計画課
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大竹市内にある木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修工事と
耐震シェルター設置工事に要する費用の一部を予算の範囲内で市が補助する

事業の種別
①耐震改修工事 ②段階的耐震改修工事 ③耐震シェルター等設置工事

対象となる住宅
大竹市内にある木造住宅
① 昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建住宅又は併用住宅
② 在来軸組構法，又は伝統的構法により建築されたもの
③ 木造住宅の所有者，又は居住している者
④ 階数が2階建以下
⑤ 耐震診断の結果，上部構造評点の値のうち最も低いものが1.0未満の住宅
⑥ 市税等の滞納がないこと

居住の誘導に係る既存の施策

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 大竹市木造住宅耐震改修等補助事業

出典：大竹市 都市計画課
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市内における個人住宅の質の向上と定住の促進を図るため、市内居住者及びその予定者に対して
住宅リフォームに要する費用の一部を予算の範囲内で市が補助する

居住の誘導に係る既存の施策

○都市機能の誘導に係る大竹市の計画・施策 大竹市住宅リフォーム事業

出典：大竹市 都市計画課



公共交通に関する既存の施策
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○公共交通に係る国の財政支援 都市・地域交通戦略推進事業

出典：国土交通省



商業施設の誘導施策事例

36

○厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（立地適正化計画・地域公共交通計画）

 商店街等と連携したにぎわい創出
• 産業マスタープランに基づく商店街との連携を行うことで、小売店・飲食店の立地を促進
• 商店街に立地する集合住宅の1階部分の商業利用を促すため、テナントの所有者や開発事業者へ

の啓発、都市計画諸制度の積極的な活用を検討

 空き店舗等ストック活用によるにぎわい創出
• 空き店舗を活用して開業する事業者への支援を行うことで商業施設の誘導を図る
• 都市計画諸制度である立地誘導促進施設協定（コモンズ協定）や低未利用土地権利設定等促

進計画の活用についても検討

出典：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（立地適正化計画・地域公共交通計画）



商業施設の誘導施策事例
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○伊勢崎市立地適正化計画

 生活関連サービス施設の集約による機能の強化
• 都市機能誘導区域内における建築規制の緩和、既存商店街などに対する支援を通じ、生活関連

サービス施設の維持・更新と集約化による機能強化を図る

出典：伊勢崎市立地適正化計画

○三原市立地適正化計画

 都市計画用途地域の見直し
• 商業等の業務の利便性を増進するため、用途地域の見直しを検討



商業施設の誘導施策事例

38

○府中市立地適正化計画

• 南北道路整備に合わせた沿道への産業機能・商業機能誘導にあたっては、行政・商工会議所・企

業等が協働し、府中市の今後の産業のあり方を検討するなかで、誘致を目指すものづくり産業機能

の具体化や立地支援施策について検討

出典：拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（廿日市市立地適正化計画）

○拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（廿日市市立地適正化計画）

 都市機能誘導区域における産業振興施策と連携した空き店舗等の活用の検討
• 都市機能誘導区域内にある空き店舗等について、産業振興施策と連携して活用を図る

 公的不動産の有効活用

• 都市機能誘導区域内において低・未利用となっている市の所有する土地、建築物等の

公的不動産を活用して、民間も含めた都市機能の集約や誘導を図る


